
62023年（令和５年）4月

那 覇 市 出 産 子 育 て 応 援 事 業・
始まります！

　すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備するために、国が創設した「出産・子育て応援交付金」を活用し、妊娠
期から出産・子育てまで一貫して相談に応じる「伴走型相談支援」と、経済的支援として「出産・子育て応援ギフト」の支給を一体的に実施します。

　妊娠届出から０～２歳の低年齢期の子育て家庭に寄
り添い、出産・育児などの見通しを立てるための面談・
アンケ－トや継続的な情報発信などを行い、必要な支
援につなぎます。
①妊娠届出時：親子健康手帳受け取り時の面談
②妊娠8か月頃：保健師・助産師による面談（希望者）
③出産後：新生児訪問、
　　　　　こんにちは赤ちゃん訪問などの面談

伴走型相談支援

問い合わせ先
地域保健課☎853‐7962
平日8時30分～17時15分
（土日祝を除く）

②子育て応援ギフト  児童1人あたり5万円②子育て応援ギフト  児童1人あたり5万円

　妊娠・出産・子育てにかかる経済的な負担を軽減するため、出産応援
ギフト・子育て応援ギフトを支給します。受給するためには申請が必要
です。

経済的支援

①出産応援ギフト　妊婦1人あたり5万円①出産応援ギフト　妊婦1人あたり5万円

令和４年４月１日以降に出産した人、
または令和４年４月１日以降に妊娠の届出をした妊婦

妊娠届出時の面談の際に申請書をお渡しします。
書面申請後、2か月程度で指定口座に振り込みます。

※①、②ともに、対象者は他の自治体で出産・子育て応援給付金の支給を受
　けていない人、申請時に那覇市に住民票がある人に限ります。

※令和5年4月1日より前に妊娠届・出生届を提出されている人には順
　次申請書を送付します。面談は不要です。5月上旬までに申請書が届
　かない場合はご連絡ください。

対 象 者対 象 者

申請など申請など

対 象 者対 象 者

申請など申請など

令和４年４月１日以降に出生した児童を養育する人

新生児訪問やこんにちは赤ちゃん訪問などの面談後、申請
してください。書面申請後、2か月程度で指定口座に振り込
みます。▲市ホームページ

詳しくは市ホームページで
ご確認ください

那覇市新型コロナワクチン接種コールセンター☎917-5672（祝日除く月～金）9時～17時（この番号では予約できません）問

新型コロナワクチン接種のお知らせ
※掲載の情報は、3月16日時点のものです。状況によって、変更になる場合があります。

接種券の発送に関する注意事項

令和5年春開始接種（5月8日から8月31日まで）

令和4年秋開始接種（5月7日まで）

接種対象者

オミクロン株対応2価ワクチンを基本とする
使用するワクチン

接種券

対象となる人で、接種券が届いていない人や紛
失した人は市のホームぺージから
接種券の発行申請を行ってくださ
い。電話でも発行申請できます。

☎098-917-5672
（新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター）

各医療機関では、以下の接種が可能です

医療機関での個別接種

●12歳以上の初回接種(1・2回目）、追加接種（3回目～）
●小児接種（5歳から11歳）の初回接種(1・2回目）、
　追加接種（3回目）
●乳幼児接種（生後6か月から4歳）の初回接種(1・2・3回目）

　令和 4 年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン接種）は５月７日まで延長します。ま
だ接種されていない人は早めの接種をご検討ください。
　令和５年度の新型コロナワクチン接種について、春開始接種（５月～８月）は高齢者や
基礎疾患を有する人、医療従事者等が対象になります。また、秋
開始接種（９月～１２月）は、追加接種が可能な全ての年齢の人が
対象となります。なお、12 歳以上の初回接種、乳幼児（生後 6か月
～４歳）、小児（５歳～１１歳）の接種については、医療機関にて引
き続き接種を実施します。

初回接種（1・2回目）を完了し、最終の接種から3か月（ノババックス
は６か月）以上経過した次の人。65歳以上の高齢者、基礎疾患を有す
る人、その他重症化リスクが高いと医師が認める人、医療従事者等

令和5年4月下旬から順次発送予定（65歳以上の高齢者、4回目接種時
に基礎疾患等で申請した人、医療従事者等として発行履歴のある人）
※上記以外の対象者については要申請（5月初旬から受付開始予定）

実施している医療機関は、市ホームペー
ジで確認いただくか、コールセンター
（☎098-917-5672）までお問い合わせ
ください。


